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資産運用会社における社内規程（資産運用ガイドライン）の一部改訂に関するお知らせ 

 

 ジャパンエクセレント投資法人（以下、「本投資法人」といいます。）が資産の運用を委託する資産運用会社で

あるジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社（以下、「本資産運用会社」といいます。）は、本日開催の取

締役会において、本資産運用会社の資産運用ガイドラインを一部改訂することを決定しましたので、下記のとおり

お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 資産運用ガイドラインの改訂理由及び改訂内容 

本投資法人は、不動産に強みを持つスポンサー企業及び金融に強みを持つスポンサー企業の総合力を活

用しながら、優良不動産へ投資し、収益の安定化及び着実な運用資産の成長を追求することにより、投資主

価値の最大化を目指した運用を行ってまいりました。 

かかる方針のもと、資本的支出の実施にあたっては、現行の本資産運用会社の資産運用ガイドラインにお

いて、基本として修繕費も含めポートフォリオ全体の減価償却費の範囲内で実施することとしていますが、資

産価値の維持・向上のために必要な場合や緊急性を要する場合には、財務政策上支障のない範囲で、ポー

トフォリオ全体の資本的支出をポートフォリオ全体の減価償却費を超えて実施することができるよう資産運用ガ

イドラインを改訂することといたしました。 

改訂内容の詳細は、別紙「新旧対照表（資産運用ガイドライン）」のとおりです。 

 

２． 資産運用ガイドラインの改訂日 

2026年6月25日 

 

３． 今後の見通し 

本改訂による本投資法人への業績への影響はありません。 

 

以上 

 

※ 本投資法人のホームページアドレス : https://www.excellent-reit.co.jp/ 

https://www.excellent-reit.co.jp/
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【別紙】 

新旧対照表（資産運用ガイドライン） 

（下線は変更点を示します。） 

変更前 変更後 

(1）投資方針 

（ト）管理運営方針 

 （ⅱ）賃貸・管理計画 

ｂ. 年間修繕計画及び中長期修繕計画 

当社は、運用不動産の収益の安定化と競争力及

び資産価値の維持・向上を図るため、修繕及び

資本的支出に関する中長期修繕計画及びそれに

基づく年間修繕計画を策定します。 

修繕・資本的支出の実施にあたっては、各運用

不動産の減価償却費の範囲内で行うことを原則

とし、これを超える場合であっても、総額ではポー

トフォリオ全体の減価償却費の範囲内で実施す

ることを基本とします。 

(1）投資方針 

（ト）管理運営方針 

 （ⅱ）賃貸・管理計画 

ｂ. 年間修繕計画及び中長期修繕計画 

当社は、運用不動産の収益の安定化と競争力及

び資産価値の維持・向上を図るため、修繕及び

資本的支出に関する中長期修繕計画及びそれに

基づく年間修繕計画を策定します。 

  資本的支出の実施にあたっては、原則として、

ポートフォリオ全体での合計額がポートフォリオ全

体の減価償却費合計額の範囲内となるように実

施します。但し、運用不動産の競争力を維持・向

上させるために必要と判断される場合や、緊急性

を要する場合は、財務政策上支障のない範囲

で、ポートフォリオ全体の減価償却費合計額を超

えて行うことができるものとします。 

 


